
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                      

 

 

お楽しみ輪投げ大会 参加者募集！！ 
スポーツの秋は、みんなで輪投げをして楽しいひとときを過ごしませんか。 

ルールは簡単ですので、初めての方も大歓迎です。 

ご近所・お友達などお誘いあわせの上、ふるってご参加ください。お待ちしています！ 

≪日  時≫ １１月２1日（日） 午前９時３０分から（終了予定は、お昼頃です） 

≪場  所≫ 南公民館 大広間 

≪対 象≫ 南地区コミュニティ会員世帯のおおむね６０歳以上の方 

≪申込み≫ 10月26日（火）午前９時から受付開始（１１月１２日（金）〆切） 

南公民館（☎３６－７３４１）へ申し込んでください。 

  ≪定 員≫ 2４人（申込み先着順とさせていただきます。） 

★競技方法★ 個人戦のみで５セットを２回行い、合計点数で順位を決定します。 

             ※個人賞のほか、参加者全員に記念品をご用意いたします。 

      ～参加の際は、必ずマスクの着用をお願いします～ 

 

 

 

 

 花いっぱい運動 

１０月３0 日（土）に福祉部で花いっぱい運動を実施します。

公民館敷地内の花壇に 300 株のビオラの苗の植込み作業を行いますの

で、福祉部以外の方も都合のつく方はふるってご参加ください。  

◇日時 令和3年10月30日（土）8時30分から（1時間程度）        

◇場所 南公民館   ※小雨決行                     昨年度の作業風景             

 

１０月７日（木）に那須塩原市文化財

保護審議会委員の根本義夫講師による

講座『郷土史講座～那須野を学ぶ～』

を開催しました。第１回目は「幕藩体

制崩壊と那須野」と題し、那須天領や

大田原藩、黒羽藩、また、水代官「山口鉄五郎」などについて学

びました。今後も１１月から２月まで毎月１回開催しますので、

参加を希望される方は南公民館までお問い合わせください。 

次回は１１月4日（木）に「那須疏水と那須野」を学びます。 
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南公民館で実施している「いきいき百歳体操」を次の日時から再開します。 

１1月５日（金）午後１時３０分 
 ※以後毎週金曜日、同じ時間で実施します 

◉必ずマスク着用で参加してください 

◉発熱があったり体調が悪かったりする日は、

絶対に参加しないようお願いします 

◉新たに参加を希望する方は、南公民館まで御連絡ください（TEL：36-7341） 

 
                              
 

  

 選挙権を行使しましょう。選挙には必ず行きましょう！ 

選挙権は私たちの代表者を決める国民の最も重要な参政権であり基本的な権利の一つです。 

選挙における投票率の低下傾向が続いており、「政治離れ」が強く懸念されています。 

平成２７年（２０１5年）に公職選挙法等の一部が改正され、選挙権年齢が満１８歳以上に拡大されました。 

日本の未来を担う若い世代の声を政治に取り入れていく必要があるからです。自分一人が選挙に行っても何も 

変わらないと考えていたらそれは残念なことです。投票しなければ自分の思いは伝わりません。意思表示する 

ことが大切です。投票をすることで自分の思いを、民意を政治に反映してください。その１票がこれからの時代 

を決める１票になります。棄権することなく必ず投票しましょう！ 

 

投票日当日都合の悪い方は、１０月20日（水）から１0月30日（土）までの 
11日間、期日前投票ができますので是非ご利用ください。 

 
※参考までに、前回の衆議院議員総選挙（小選挙区）の地区内投票率等を掲載します。 

 
◆Ｈ２９.１０.２２執行 第４８回衆議院議員総選挙（小選挙区） 

                     当日有権者数   投票者数   投票率     順位 
第２８投票区（二つ室公民館）  ２，４０２人  １，１４２人 ４７．５４％  ３９位 
第２９投票区（一区町公民館）  ２，６０１人  １，２６５人 ４８．６４％  ３７位 
第３０投票区（二区町公民館）  ２，２１３人  １，０７８人 ４８．７１％  ３６位 

     ※「順位」は、市内全４４投票区中（当時）の投票率の順位です。 
 

 

国による緊急事態宣言に伴い、9月30日（木）までの間、公民館施設の利用を自粛していただいたところで

すが、宣言が解除されたことから公民館屋内施設の利用が可能となりました。また、夜間の施設利用時間も２１

時まで可能となりました。利用の際は引き続き感染防止対策を徹底の上、ご利用ください。 

自粛期間中はご不便をおかけしましたが、ご協力をいただき大変ありがとうございました。  
 


